
希少野生動植物種の個体等の輸出承認について 

 

輸出注意事項５第８号（平成５年３月３１日） 

最終改正：輸出注意事項２０２１第８号（令和３年１月２８日公布、同２月１４日施行） 

 

 輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）別表第２の３７の項の中欄に掲げる絶滅のおそれの

ある希少野生動植物種の個体等の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２

年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）によるほか、平成５年４月１日

から下記により行います。 

 なお、別表第２の４３の項の中欄に掲げる貨物であって、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成４年法律第７５号。以下「種の保存法」という。）第４条第２項に規定する希少

野生動植物種（同条第５項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第４項に規定す

る国際希少野生動植物種にあっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令

（平成５年政令第１７号。以下「施行令」という。）別表第２の表１に掲げる種に限る。）の同法第６

条第２項第４号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品に該当する場合の輸出についても

同様とし、平成１４年１２月９日から実施します。 

 

記 

 

１ 適用地域 

 適用地域は、全地域とする。 

 

２ 適用品目 

  適用品目は、輸出貿易管理令別表第２の３７の項の中欄に掲げる貨物とする。 

 

３ 輸出承認の申請 

（１）輸出承認申請書の提出先 

輸出承認の申請をしようとする者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審

査室に輸出承認申請書２通を提出するものとする。 

（２）輸出承認申請の際の添付書類 

① 輸出承認申請説明書（別紙様式） 原本１通 

② 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類（英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳

したもの（任意様式）を添付のこと。）のいずれかの写し１通 

③ 施行令別表第１（別表第３に掲げる種と同種名を除く。）に該当する貨物にあっては、施行令

第７条第１項第２号に規定する環境大臣の認定書 原本の写し１通 

④ 種の保存法第５条第１項に該当する貨物及び施行令別表第１（別表第３に掲げる種と同種名

のものを除く。）に該当する貨物にあっては、同法第９条及び第１２条第１項に違反しないこ

とを証する書類（注１・注２） １通 

⑤ 施行令別表第２の表１に該当する貨物にあっては、当該輸出が国際的に協力して学術研究又

は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであること及び当該輸出によって当該

希少野生動植物の本邦における保存に支障を及ぼさないことを証する書類（注３) ２通 

⑥ 施行令別表第２の表１に該当する貨物にあっては、種の保存法第１２条第１項に違反してい

ないことを証する書類（注２） ２通 

⑦ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「条約」という。）附属書

Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲ（附属書Ⅲにあっては、我が国が掲載した種に限る。以下同じ。）



に該当する貨物にあっては、条約に基づく日本国許可・証明（申請）書（注５） ２通 

⑧ 輸出貿易管理令別表第２の４３の項の中欄に掲げる貨物であって、種の保存法第４条第２項

に規定する希少野生動植物種（同条第５項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、

同条第４項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、施行令別表第２の表１に掲げる種に

限る。）の同法第６条第２項第４号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品に該当

する貨物にあっては、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に基づく輸出の許可を証す

る書類の写し １通 

⑨ その他特に必要と認められる書類 

（注１）上記④に規定する種の保存法第９条に違反していないことを証する書類とは、同法第１０

条第５項及び第７項の規定により交付を受けた規制野生動植物の個体の捕獲に係る環境大臣

の許可証の写しとし、当該許可証の写しの添付が難しい場合にあっては、当該個体を適法に取

得したことを証する書類とする。 

（注２）上記④及び⑥に規定する種の保存法第１２条第１項に違反していないことを証する書類と

は、同法第１３条第１項に定める希少野生動植物の個体等の譲渡し等について環境大臣の許可

証の写しとし、当該許可証の写しの添付が難しい場合にあっては、当該個体を適法に取得した

ことを証する書類とする。 

（注３）上記⑤に規定する当該輸出が国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものそ

の他の特に必要なものであること及び当該輸出によって当該希少野生動植物の本邦における

保存に支障を及ぼさないことを証する書類とは、次に掲げる事項について記載した書類とする。 

１ 申請者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

２ 輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項 

① 種名 

② 生きている個体、卵、はく製、標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個

体等の区分 

③ 数量 

④ 所在地 

３ 輸出の目的 

４ 仕向地 

５ 輸出の相手方の住所及び氏名（相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名） 

６ 輸送の方法（生きている個体の場合に限る。） 

７ 輸出の予定時期 

８ 輸出しようとする個体等を取得した経緯 

９ 輸出した個体を飼育培養しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼育培養施設

の規模及び構造 

１０ 輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い 

（注４）原本については、内容確認の後申請者に返却する。 

（注５）「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」（昭和５５

年１１月１日付け輸出注意事項５５第１７号。以下「輸出許可書等の申請手続等」という。）

に定める別紙様式１－（１）とする。 

また、条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに該当する貨物にあっては、本申請と併せ、輸

出許可書等の申請手続等に従い、条約に基づく輸出許可申請の手続を行うこと。 

 

４ 輸出の承認 

輸出の承認は、当該申請が上記３に従って行われたものであることを確認し、次のすべてに該当



する場合に限り行うものとする。 

（１）種の保存法第５条第１項に該当する貨物及び施行令別表第１（別表第３に掲げる種を除く。）

に該当する貨物にあっては、同法第９条及び第１２条第１項に違反していないこと又は、施行

令別表第２の表１に該当する貨物にあっては、同法第１２条第１項に違反していないこと。 

（２）輸出が国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他特に必要なものであ

ること。 

（３）輸出によって当該希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないこと。 

（４）条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに該当する貨物にあっては、輸出許可書等の申請手続

等のⅢの１の（３）に定める要件のすべてを満たすこと。 

 

５ 輸出の条件 

条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに該当する貨物にあっては、次の条件を付するものとす

る。 

「本輸出承認証により輸出する際には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する 

条約に基づく日本国許可・証明書」の原本を税関に提示し、当該書類の１５欄に数量確認を受け 

ること。」 

 



別紙様式 

輸出承認申請説明書 

  年  月  日 

 

経済産業大臣 殿 

     申 請 者（輸出者） 

     氏 名 又 は 名 称 

     及び代表者の氏名                  

  住  所〒                     

 担当者名                      

 電話番号                      

 

 

 

１．輸入者 

（荷受人） 

氏名又は企業名  

住所  

仕向地  

受入施設 

（生きている動植

物の場合） 

 

２．輸出しよう

とする貨物 

動物又は植物の名

称 

（学名） (一般名) （附属書番号） 

  Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

出所の区分 野生  ・  繁殖  ・  条約適用前 

輸出時点の貨物の

状態 

（生きている場合、その運送手段） 

 

（生きていない場合、その状態及び加工製品名） 

 

数量  

３．その他 該
当
す
る
項
目
に
記
入
す
る
こ
と 

飼育繁殖

・人工繁殖

させたも

の 

（繁殖期間） 

    年  月 から   年  月 まで 

（繁殖者の氏名及び住所） 

 

（条約附属書Ⅰに掲げるものであって、関係省庁の繁殖に係る証明を受けた場合は、その

証明書番号及び発行年月日） 

 

購入 

（入手）元 

（氏名又は企業名）  

 

（住 所） 

（電 話） 

（購入（入手）年月日）  

             年   月   日 

輸入許可

書（（注）

３．） 

（発行国）  (発行日)  （許可書番号） 

 

なお、写しを添付します。 

備考  

（注） １．用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 

２．記載事項は、やむを得ない場合には、英語で記入しても差し支えありません。 

３．「３．その他」の輸入許可書の欄には、条約附属書Ⅰに掲げる動植物等であって、輸入国政府当局（締約国等が国又は地域ごとに定める

管理当局又はこれに準ずる当局をいう。）の発行する輸入許可書が条約上必要とされている場合に記入する。 


